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（４）〈共同〉が成立するための諸条件

それでは人間存在にとって、〈共同〉が成立するための条件
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

とは、いかなるも

のになるのだろうか。つまり、人々がそうした〈共同〉の負担に耐え、協力関

係を構築することができるのだとすれば、それは何に由来するのか、あるいは

その負担を「遠心力
0 0 0

」とするならば、それに抗しつつ人々を〈共同〉へと向か

わせる、「求心力
0 0 0

」となりうるものは何かということである。結論から先に述べ

れば、〈共同〉が成立するためには「〈共同〉のための事実の共有
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」、「〈共同〉の
 0 0 0

ための意味の共有
0 0 0 0 0 0 0 0

」、そして「〈共同〉のための技能の共有
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」という三つの条件

が満たされなければならない。ここでは、そのことついて見ていくことにしよ

う。

まず、〈共同〉の第一条件となる「〈共同〉のための事実の共有
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」であるが、

それは構成員の間で、その「共同行為」が互いの〈生〉にとって重要であると

いう事実認識が共有されているということを指している。例えば先に「掃除当

番の比喩」について見た際、われわれは敢えて、そこで「村人」は「村」を出

ていくことができないものとして仮定した。実はこのことが、この第一条件と

密接に関わっている。というのもこの前提があることによって、「村人」たち

は、その「共同行為」が互いの生にとって不可欠であるという“事実”を等し

く共有できるようになるからである。またこのことは、われわれが【第五章】

において「人間的〈生〉」を分析した際、なぜ繰り返し、最も根源的な契機は

「〈生存〉の実現
 0 0 0 0 0

」であると強調してきたのかということとも深く関わっている。

というのも「人間的〈生〉」においては、原始以来〈共同〉の成否が「〈生存〉

の実現」に直結してきたということ、そしてまさにその事実こそが、〈共同〉の

負担を打ち消す「求心力」となってきたからである。とはいえ「求心力」とな

る事実の内実は、例えば“飢餓の危険性”や“命を脅かす共通の敵の存在”と

いった極端な事態にのみ限定されるものではない。この条件は、例えば“会合”

を開く、どこかに連れ立って“外出する”といった日常的な活動をも含む、あ

らゆる「共同行為」について一般的に言えることだからである。重要なことは、

41_４部_上巻.indd   261 2022/01/05   12:58:11



262 第四部　「人間的〈関係性〉」の分析と〈共同〉の条件

あくまで「共同行為」の当事者たちにとって、そこに〈共同〉を行うことで得
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

られる明白な利益の存在が認識として共有されている
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ということなのである。

ただし、このように〈共同〉に「利益」を求めることは、一見われわれにとっ

て“不純”なものとして感じられるかもしれない（36）。とりわけ「牧歌主義的－

弁証法的共同論」のもと「相互扶助的で共感的なあり方」を人間本性と見なす

人々からすれば、「利益」を強調することは、われわれが人間に根源的であるは

ずの“利他性”を否定し、あらゆる人間行為を“利己性”に還元しているよう

にも映るだろう（37）。しかし先に見てきたように、無条件に〈共同〉が成立する

ことなどありえない。どれほど崇高な理念によって始動された〈共同〉であっ

ても、それが「利益」を無視したものであるならば、それはときとともに形骸

化していき、やがては誰も参加しなくなる。ここで注意すべきなのは、われわ

れがしばしば単発的に行使される「利他的行為」と、継続性や持続性が問われ

る〈共同〉とを混同することがあるということである。確かに人間は、ときと

してさまざまな文脈のもと、自己への直接的な「利益」を度外視した形での「利

他的行為」を行うことがある。しかしそれを継続的、持続的に求めるのであれ

ば、われわれはそれを〈共同〉ではなく、むしろ「博愛主義
0 0 0 0

」と呼ぶべきであ

ろう。そしてすべての人々にそうした「博愛主義」を要請することは、明らか

にわれわれの人間的現実に反している（38）。その意味では、人間の〈共同〉を問

題にするうえで、そもそも利己的／利他的という二元的な対抗軸を設定するこ

と自体が間違っているとも言えるのである。

もっとも、前述のフロムであれば次のように言うかもしれない。特定の「共

同行為」を人々が「意に反する
0 0 0 0 0

」と捉えている限り、そこには確かに「利益」

が必要である。しかし人間は自我を成長させることによって、物事の捉え方を

変えることができる。つまり真の“個性”、真の“自律”
0 0 0 0 0 0 0 0

が確立されたあかつき

には、皆の利益となる「共同行為」は自らの意思の延長として、まさに“自発
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

的な行為”として昇華されうる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、といったようにである（39）。この着想は、しば

しば「積極的自由」（positiveliberty）や「～への自由」（libertyto）とも呼ばれ、

その背景にはＪ・Ｊ・ルソー（J.J.Rousseau）からＩ・カント（I.Kant）に至る、

きわめて長い西洋近代哲学の伝統がある（40）。それを端的に表現するなら、“真
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の自由”とは、孤立した自我に従って放縦に振る舞うことでなく、「皆のため」
 0 0 0 0

であることが「自身のため」としても感受される境地であり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、換言すれば、あ
0

たかも他者の喜びが自身の喜びとして、また他者の苦痛が自己の苦痛として感
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受されるような
0 0 0 0 0 0 0

、まさしく“自己の自由”と“他者の自由”の調和に基づく、
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

より高級な意志を獲得することである
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、ということになるだろう（41）。

もちろんわれわれは、人間の〈生〉において、ときにこうした「高級な意志」

が出現するということを知っている（42）。しかし人間的現実を冷静に見つめるの

であれば、われわれは両者が常に調和していることなどありえない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ということ、

そしてそうした境地を誰もが実践できるわけではない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ということが分かるだろ

う。内に秘めた〈根源的葛藤〉と多様な〈関係性〉の狭間において、意思の「一

致」と「不一致」の間を交互に揺れ動きつつ、そのなかで何とか均衡を保ちな

がら生きていくのが人間だからである。「高級な意志」を全面化しようと思え

ば、われわれはやはり、すべての人間に「博愛主義」を要請する以外に他はな

い。「積極的自由」とは、結局先の弁証法と同じように、抑圧の存在しない世

界、あるいは負担なき〈関係性〉や負担なき〈共同〉があたかも可能であるか

のように見せかける魔術的なレトリックだと言えるのである。

すでに見たように、〈共同〉において重要なことは、その負担をめぐってすべ

ての参加者の納得が得られるとは限らないなかで、それでも「共同行為」を継

続的、持続的に成立させなければならないというところにある。したがって円

滑な〈共同〉の実現においては、参加者の「利益」を問題にすることは、本来

恥ずべきことでもなければ、人間存在の利他性を否定するものでもないと言え

る。むしろ、人の情けや善意というものを活かすためにも、われわれが細心の

注意を払うべき事柄だと言えるのである。

だが“事実”の共有だけでは、おそらく〈共同〉は成立しない。そこで次に

言及するのが「〈共同〉のための意味の共有
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」、すなわち構成員の間で、その「共

同行為」が互いの〈生〉にとって重要であるということの“意味”が共有され

ているという第二条件である。前述の「掃除当番の比喩」で言うならば、「掃

除」を行わなければ全員が病気になるという認識こそが、ここでは共有される

べき“意味”となるだろう。もっとも、とりわけ意味の共有が求められるのは、
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〈共同〉がもたらす「利益」が直接的でなかったり、可視化されていなかったり
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

する場合
0 0 0 0

である。人間の世界においては、しばしばまったく「利益」になると

は思われない「共同行為」が、巡り巡って最終的には自身や身内の「利益」と

して還元されたり、集団全体の維持にとって重大な役割を果たしていたりする

ことがある（43）。こうした場合、その場の瞬間的な「利益」だけを気にかけてい

ては〈共同〉は成り立たない。持続的な〈共同〉のためには、その〈共同〉が

なぜ必要とされるのか、そしてそれがなぜ負担に見合うだけの価値あるものだ

と言えるのかについて、人々がさまざまな観点から意味を見いだし、その意味

を共有していく必要があるのである（44）。

とはいえ、〈共同〉が成立する条件としては、まだ不十分である。そこで最後

に言及したいのは、「〈共同〉のための技能の共有」
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、すなわち構成員の間で、

「共同行為」を実現させるためのある種の“技能”が共有されているという、第

三条件である。この「〈共同〉のための技能」を考える場合、最も広い文脈にお

いて重要となるのは、負担の分配に関わる諸々の“技能”
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。前述のよう

に、継続的、持続的な〈共同〉を実現するには、参加者は「意のままにならな

い他者」と向き合い、より多くの人間が納得できる分配の形を導かなければな

らない。そしてその過程には、多くの作法や知恵を含んだ技能が必要とされる。

例えば人々が互いに意思の疎通を行い、立場や利害、感情への理解を深めるた

めには、さまざまな“発話の技能”が求められよう（45）。加えて特定の人間に過

剰な負担が生じることなく、また特定の人間だけが負担を被らないフリーライ

ダーとなることもなく、なおかつ個別的な事情に配慮した形で分担の構図を描

いていくためには、さらに多くの“工夫の技能”が求められるはずである（46）。

そしてそうした技能は、特定の個人に限定されることなく、集団全体として担

保されることが理想的であると言えるのである。

（５）�「〈共同〉のための作法や知恵」としての〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉
の原理

以上を通じてわれわれは、〈共同〉が成立するための三つの条件について見て

きた。ただし、われわれが人間の〈共同〉をめぐる多彩な次元を理解するため
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